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「立地適正化計画」検討中か

赤羽駅東口まちづくりの推移

基本計画策定から半年、「区民意見の反映」どこへ

北区が「二十歳のつどい」
12日、北とぴあで、恒例の「二十歳のつどい」が開
催されました。区長の式辞、区議会議長の祝辞に続き、
二十歳代表が誓いの言葉を読み上げました。
今年、二十歳を迎えた区民は 3345 人。若者が希望を
持てる北区政の実現に力を尽くします。（のの山けん）

赤
羽
駅
東
口
の
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
は
、
山
田
区
長
が
年

頭
あ
い
さ
つ
で
「
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
策
定
や
具
体
化
を
進
め
て

い
き
ま
す
」
と
意
欲
を
語
っ
た

も
の
の
、
昨
年
7
月
に
「
赤
羽

駅
周
辺
地
区
ま
ち
づ
く
り
基
本

計
画
」
が
策
定
さ
れ
て
以
降
、

半
年
間
も
動
き
が
あ
り
ま
せ

ん
。
基
本
計
画
策
定
ま
で
の
2

年
間
に
、
10
回
の
検
討
会
や
2

回
の
住
民
説
明
会
を
開
い
て
き

た
こ
と
と
は
対
照
的
で
す
。

基
本
計
画
で
は
、
今
後
の
進

め
方
に
つ
い
て
、「
検
討
の
プ

動かぬ赤羽まちづくり

再
開
発
計
画
に
つ
い
て
は
現
時

点
で
補
助
金
交
付
の
見
通
し
が

た
っ
て
い
ま
せ
ん
。
区
は
補
助

金
を
受
け
る
た
め
だ
け
に
、
北

区
で
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い

「
立
地
適
正
化
計
画
」
を
新
た

に
策
定
す
る
意
向
を
示
し
て
い

ま
す
が
、
ま
ち
づ
く
り
の
具
体

化
が
滞
っ
て
い
る
の
は
、
水
面

下
で
こ
の
計
画
の
検
討
を
行
っ

て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

新
た
な
会
議
体
を
設
置
し
て

情
報
を
公
開
し
、
住
民
参
加
で

の
検
討
を
早
期
に
開
始
す
る
べ

き
で
す
。（
の
の
山
け
ん
）

ロ
セ
ス
の
各
段
階
で

適
切
に
区
民
意
見
の

聴
取
と
反
映
を
行
い

ま
す
」
と
明
記
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
住
民

が
意
見
を
述
べ
る
場

も
あ
り
ま
せ
ん
。

国
交
省
は
昨
年
、

市
街
地
再
開
発
事

業
へ
の
補
助
金
の
あ

り
方
を
見
直
し
、
赤

羽
の
「
中
央
地
区
」

●2023 年 7 月～ 25 年 3 月　赤羽駅周辺
地区まちづくり基本計画策定検討会（計
10 回開催）

●2024 年 1 月　東京都が「第一地区」市
街地再開発を事業認可

●2024 年 12 月　基本
計画オープンハウス型
説明会

●2025 年 5 月　基本計
画（案）説明会

●2025 年 7 月　「 赤 羽
駅周辺地区まちづくり
基本計画」策定

「第一地区」再開発
ビル予想図



14日、赤羽駅東口で日本共産党街頭演説を開
催。私が司会を行い、田原聖子衆院東京 12 区国
民運動部長と宮本徹前衆院議員が訴えました。
宮本氏は、物価高騰対策をまともに行わず、医
療費など国民負担増を押し付けようとしている高
市政権を批判。消費税 5%への減税や中小企業支
援と一体の賃上げなどの実施で、「国民の暮らしを
応援する政治に」と提案しました。（のの山けん）

北区が「公民連携推進条例」で導入の民間提案制度

来
年
度
、
北
区
が
制
定

す
る
公
民
連
携
推
進
条
例
で

は
、「
公
民
連
携
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
」
で
情
報
共
有
す

る
民
間
企
業
な
ど
が
、「
民

間
提
案
制
度
」
を
活
用
し
て

行
政
課
題
解
決
へ
の
提
案
を

行
い
、
区
が
「
公
民
連
携
窓

口
」
で
の
審
査
を
通
じ
て
民

間
を
行
政
に
参
入
さ
せ
る
仕

組
み
を
定
め
ま
す
。

こ
れ
ま
で
民
間
事
業
者
が

行
政
課
題
を
担
う
際
に
は
、

市
街
地
再
開
発
に
お
け
る
都

市
計
画
決
定
や
、
指
定
管

理
者
制
度
に
お
け
る
指
定
議

決
な
ど
、
第
三
者
機
関
や
議

会
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
こ

と
が
通
例
で
し
た
。

一
方
、
今
回
の
民
間
提
案

制
度
で
は
、
営
利
目
的
の
民

間
企
業
が
、
公
民
連
携
窓
口

で
の
審
査
に
通
れ
ば
行
政
課

題
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
提
案
の
審

査
は
、「
原
則
と
し
て
外
部

赤駅駅東口で街頭演説　国民の暮らし応援する政治に

有
識
者
を
含
め
た
審
査
委

員
会
で
行
う
」
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
議
会
で
の
議
決
が

必
要
か
ど
う
か
は
明
確
に
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

公
民
連
携
窓
口
は
、
区
長

直
轄
の
「
区
長
室
」
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
民
間
企
業
と
の
癒
着
」
な

ど
と
指
摘
を
受
け
な
い
た
め

に
も
、
公
正
な
チ
ェ
ッ
ク
機

能
が
働
く
仕
組
み
の
構
築
が

必
要
で
す
。（
の
の
山
け
ん
）

民間参入のチェック機能は
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３．公民連携窓口 

（ １ ）  概 要  

社会課題等の解決に資する民間事業者等からの提案・相談を常時受け付ける「公民連携窓口」を

設置します。提案についての庁内横断的な調整、実現に向けたサポートも行っておりますので、随時

ご利用いただけます。 

（ ２ ）  主 な機 能  

①ワンストップ窓口機能 

民間提案制度による提案を受け付けるとともに、提案者と庁内各課との調整・橋渡しを行

います。民間事業者等や庁内各課からの公民連携に関する相談や問い合わせに対応するほ

か、提案の実現に向けたサポートも行っております。 

②調整機能 

これまでにないアイデアや複数の課にまたがるような横断的提案等に係る総合調整を担い、

庁内各課と協力して、社会課題等の解決につながる提案の実現に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公民連携窓口】
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４．公民連携プラットフォーム 

（ １ ） 概 要  

 行政と民間事業者等が対等な関係で学び合いながら、社会課題等について共有・意見交換し、継

続的に共創を生み出す仕組み（プラットフォーム）を構築します。行政と民間事業者等の強みを活か

して区民サービスの多様化と質の向上を図り、地域の価値向上に繋げていくための「活動の起点」と

なることを目指します。公民連携にご興味がある方はどなたでもご利用いただけます。 

 

  

 

 

 

 

（ ２ ） 主 な機 能  

 公民連携プラットフォームでは、「出会い」と「つながり」を根幹とし、継続的な共創を生み出す仕組

みとして、以下のとおりセミナー・勉強会の開催や、区の課題や制度の共有、民間提案制度への接続

サポートなどを行います。 

 

 

 

 

 

 

【公民連携プラットフォーム】
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（ ２ ）  民 間 提 案 制 度 の流 れ 

①受付から審査まで 

民間事業者等の提案を受けてから審査までのフローは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事前相談がない場合でも提案は可能です。 

※ 提案の審査は、原則として外部有識者を含めた審査委員会において行います。 

②主な審査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の視点項目 本提案のポイント 

公益性 

（社会貢献度） 

・社会課題等の解決や区民生活の質の向上に寄与するか。 

・公共の利益に適合するものか。 

実現性・継続性 
・実現可能な事業計画であるか。 

・業務の性質上、民間主体での実施が可能な内容か。 

専門性・独自性 

・優れた技術、ライセンス、ノウハウ、資源、ネットワーク等を活かした提

案であるか。 

・民間ならではのノウハウが活用されているか。 

・行政だけでは生み出せない付加価値があるか。 

将来性、発展性 

・中・長期観点から、将来性が見込める提案であるか。 

・関連事業との連携による効果拡大が期待できるか。 

・類似事業への波及効果が期待できるか。 

法令適合性 ・提案の実現にあたり、法令上の支障はないか。 

【民間提案制度】


